
健康食品ブランド力魅力アップ推進事業補助金交付要綱 

 

令和７年３月 31 日 商も第 592 号 

改正 令和８年３月 31 日 商も第 665 号 

 

（通則） 

第１条 健康食品ブランド力魅力アップ推進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、沖縄振興特別推進交付金交付要綱（令和５年府政沖第 101 号）及び沖縄県

補助金等の交付に関する規則（昭和 47 年沖縄県規則第 102 号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、県内企業等が実施する、沖縄県の地域資源を活用して WOJ 認証商品

を目指した品質及び機能性に優れた健康食品の開発等に要する経費の一部を沖縄県が補

助することにより、沖縄県産素材を活用した健康食品の販路拡大を図ることを目的とす

る。 

 

（定義） 

第３条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）沖縄県産素材 沖縄県内で産出され食材として利用される農林水産物等 

（２）健康食品 人体の健康を維持・増進することを目的として摂取される食品やサプリ

メントのうち、科学的根拠や栄養学等に基づいた機能的価値を訴求することができる

もの 

（３）県内企業等 沖縄県内に本店又は主たる製品開発拠点を有する企業、または沖縄県

内に本店又は主たる製品開発拠点を有する企業が１社以上参加している共同企業体

をいう 

（４）WOJ 一般社団法人沖縄県健康産業協議会が運営する沖縄ブランド認証制度

「WELLNESS OKINAWA JAPAN」のことをいう 

     

（補助金の交付の対象、補助率及び限度額） 

第４条 沖縄県知事（以下「知事」という。）は、補助金交付の対象として知事が認める事

業（以下「補助対象事業」という。）及び補助対象事業に必要な経費として知事が認める

経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 前項の補助対象事業及びその内容等は別表第１に、補助対象経費の区分、内容、補助

率及び上限額については別表第２に定める。 



 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、交付申請書（様

式第１）に知事が定める書類（以下「添付書類」という。）を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消

費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税

の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。（以下「消費税等仕

入控除税額」という。））を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時におい

て消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定の通知） 

第６条 知事は、前条の申請があったときは、申請書等を審査し、その申請に係る補助対象

事業が適正であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請者にその旨を通知

するものとする。 

２ 知事は、前条第２項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に

かかる消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、

その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（交付決定の変更申請） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業

の内容を変更する場合は、あらかじめ計画変更等承認申請書（様式第２）を知事に提出し、

その承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

（１）補助対象経費の総額の 20 パーセント以内における経費区分額の変更 

（２）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、よ

り能率的な目的達成に資するものと考えられる場合 

（３）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は

条件を付すことができる。 

 

（補助対象事業の中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止する場合は、あらかじめ中止（廃止）

承認申請書（様式第３）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 



 

（事故の報告） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書

（様式第４）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（契約等） 

第 10条 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場

合は、相見積もりの取得等による一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象

事業の運営上、一般の競争に付することが困難若しくは不適当である場合は、指名競争に

付し又は随意契約によることができる。 

２ 補助事業者は、補助対象事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しよ

うとする場合は、実施に関する契約を締結し、知事に届け出なければならない。 

 

（産業財産権に関する届出） 

第 11条 補助事業者は、補助対象事業に基づく発明、考察等に関して特許権、実用新案権、

意匠権若しくは商標権等（以下「産業財産権」という。）を取得した場合、又はこれらを

譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく産業財産権届出書（様式第５）を知

事に提出しなければならない。 

 

（申請書の取下げ） 

第 12条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内

容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようと

するときは、当該通知を受けた日から 10 日以内に交付申請取下承認申請書（様式第６）

を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第 13条 補助事業者は、知事の要求があった場合には、すみやかに遂行状況報告書（様式

第７）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき若しくは補助対象事業の廃止の承認

を受けた日から起算して 30 日以内又は当該年度の３月 10 日のいずれか早い日までに、

実績報告書（様式第８）を知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 



 

（補助金の額の確定等） 

第 15条 知事は、前条第１項の報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて現地調

査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第７

条に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。 

３ 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、知事は、期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95 パー

セントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 16条 知事は、第８条の補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に

掲げる場合には、第６条の決定の内容（第７条の規定に基づく承認をした場合は、その承

認した内容）の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

(１) 法令、この要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

(２) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

(３) 交付事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

(４) 交付の決定の後生じた事業の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金

が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令に

係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利 10.95 パーセントの割合

で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。 

４ 第２項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第３項

の規定を準用する。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 17 条 補助事業者は、第 15 条第１項の規定に基づく補助対象事業等に係る補助金の額

の確定後に、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の申告により補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、報告書（様式第９）により県に速やかに

報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返

還を命ずる。 



３ 前項の返還については、第 15条第３項の規定を準用する。 

 

（補助金の請求） 

第 18 条 補助金は、第 15 条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支

払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることが

できる。 

２ 補助事業者は、補助金の精算払又は概算払を受けようとするときは、精算払請求書（様

式第 10）又は概算払請求書（様式第 11）を知事に提出しなければならない。 

 

（財産の管理） 

第 19条 補助事業者は、補助対象事業により取得し又は効用が増加した財産（以下「取得

財産等」という。）について、補助対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもっ

て管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第 12）を備え、管理し

なければならない。 

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第 14条に定める実績報告書に取

得財産等明細表（様式第 13）を添付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第 20条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が１件あたり 50万

円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助対象事業の完了後において

も知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供してはならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式第 14）

を知事に提出しなければならない。この場合において知事は、補助事業者が取得財産の処

分をすることにより、収入があるときはその収入の全部又は一部を納付させるものとす

る。 

 

（成果の報告） 

第 21 条 補助事業者は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度以降５年間、

当該補助対象事業に係る成果等について、知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項で報告を受けた成果等を公表することができる。 

 

（収益状況報告） 

第 22条 補助事業者は、補助対象事業実施中及び終了後一定期間内に、補助対象事業の成

果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持



分に対する財産分配等により収益があったときは、収益状況報告書（様式第 15）を提出

しなければならない。 

２ 補助事業者は、知事が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、知事

の発する指令に従って、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納入し

なければならない。 

３ 知事は、前項の認定に際して必要な条件を付することができる。 

４ 収益状況報告を行うべき期間は、補助事業の完了年度の翌年度以降５年間とする。 

 

 

（補助金の経理等） 

第 23条 補助事業者は、補助対象事業の経費については、帳簿及びすべての証拠書類を備

え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を

含む。）年度の翌年度以降５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよ

う保存しておかなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年３月 31日から施行する。 

２ この要綱は、令和 10年３月 31日に失効する。ただし、この要綱に基づき、同日までに

交付の決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年３月 31日から施行する。 

  



別表１（第４条第２項関係） 

補助対象事業 補助対象事業の内容 補助対象事業者 

健康食品ブランド力魅力ア

ップ推進事業 

WOJ 認証商品を目指した県

産素材を用いた健康食品の

開発 

県内企業等 

 

 

 

別表２（第４条第２項関係） 

補助対象

事業 

補 助 対 象 経 費 
補助率及び上

限額 経費区分 内  容 

健康食品

ブランド

力魅力ア

ップ向上

事業補助

金 

人件費 人件費 補助対象事業に直接従事する者の作

業時間に対する人件費 

＜補助率＞ 

10分の８以内 

 

ただし、算出

された額に1,

000円未満の

端数が生じた

場合はこれを

切り捨てるも

のとする。 

 

＜上限額＞ 

300万円 

事業費 謝金 補助対象事業を行うために必要な外

部専門家等への謝礼金等 

旅費 補助対象事業を行うために必要な出

張又は専門家招聘に係る交通費、宿泊

費等 

消 耗 品

費 

補助対象事業を行うために必要な各

種消耗品等の購入に係る経費 

通 信 運

搬費 

補助対象事業を行うために必要な郵

便料及び運送代等 

使 用 料

及 び 賃

借料 

補助対象事業を行うために必要な会

議等に係る会場等の使用料及び機械

器具等の賃借料 

補 助 人

件費 

補助対象事業に直接従事する補助職

員（アルバイト等）に係る経費 

外注・委

託費 

補助事業者が直接実施することがで

きないもの又は適当でないものにつ

いて、他の事業者に外注・委託するた

めに必要な経費 

そ の 他

経費 

上記の他に、本事業で行う活動に必要

であると知事が認める経費 

 


